
 次の質問に移ります。 

 不法投棄への対応について。 

 住宅近くのごみステーションに放

置される分別ができていないごみ袋

や収集対象外のごみも困りものです

が、河川や森に捨てられる不法投棄

も地域住民にとって厄介で生活環境

を害する困りものです。もちろん不

法投棄と呼ぶものですから、法律違

反、条例違反の不法行為そのものな

のですが、一般市民が見張ってい

て、不法投棄を抑制するといったこ

とはなかなかできません。地域住

民、一般市民が果たせる役割として

は、不法投棄を発見次第、市役所や

警察に通報することくらいでしょう

か。ほかに何かあればお教えくださ

い。 

 資料１は、この２月に入って、地

元自治会長から私が連絡、相談を受

けた不法投棄の現場です。幸いに、

右下の写真にあるとおり、２月４日

に通報した後、13日には全部撤去を

してきれいにしていただきました。

素早い対応で、地元自治会からも感

謝の言葉があり、担当課にお伝えし

たところです。 

 ただ、本質的な問題解決は、不法

投棄の再発防止、発生の抑止かと思

い、今回議会質問に取り上げており

ます。 

 特に気になったのは、資料１の写

真です。不法投棄抑止のために掲示

されている看板です。監視カメラ作

動中とありますが、これは不法投棄

をした人物なり車が分かるのではと

期待して、住民の方から監視カメラ

の画像を確かめてみてほしいと頼ま

れ、市、県、警察に問い合わせたの

ですが、画像はないとの返事でし

た。なぜないのでしょうか。この場

所は以前から不法投棄が繰り返され

ている問題の多い場所だと地元の方

からもお聞きしました。不法投棄抑

止の看板も以前から掲示されている

ものです。映像がないとの回答につ

いて、分かりやすく御答弁くださ

い。 

 また、この場所に限らず、不法投

棄の抑止、防止に関する取組につい

ての対応、対処、計画について、新

居浜市の方針、行動予定について御

説明ください。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。近藤市民環境部環境エネルギー

局長。 

○市民環境部環境エネルギー局長

（近藤淳司）（登壇） 不法投棄へ

の対応についてお答えいたします。 

 まず、市民の役割についてでござ

います。 

 市民の方が不法投棄を発見した場

合、市役所や警察への通報以外にで

きることといたしましては、地域の

方によるボランティア清掃や見回り

等がございます。それらのボランテ

ィア活動を推進、サポートする目的

として、きれいなまち新居浜をみん

なでつくる条例、通称まち美化条例

に基づき、環境美化の啓発、指導、

市への情報提供、御提案などを担っ

ていただく環境美化推進員制度や公

園、河川などの美化活動に対し公共

施設愛護事業、アダプトプログラム

制度を整備しております。 

 次に、市役所、警察の役割につい

てでございます。 

 市役所においては、不法投棄の連

絡があった場合、現場を確認し、悪

質なものや不法投棄されたごみから

投棄者を特定できた場合には警察に

通報しております。また、不法投棄

を防止するための環境美化に関する

啓発、パトロールの実施などの不法



投棄防止対策が主な役割となりま

す。 

 警察においては、不法投棄の状況

に応じて捜査を行い、投棄者の特定

や検挙が行われます。過去には、市

役所に連絡があった事案で、市役所

から警察に通報し、警察が投棄者を

特定、ごみを撤去させた事例等がご

ざいます。 

 今後においても、市役所と警察

が、状況に応じ、それぞれの役割に

おいて連携を密にし、不法投棄の対

応に当たってまいります。 

 次に、不法投棄防止の啓発と予防

についてでございます。 

 映像がない理由につきましては、

不法投棄が頻発する場所においては

監視カメラの設置を行っており、ダ

ミーカメラも含めて市内に10台設置

しております。投棄者の特定につな

がる証拠保存等の観点から、実機の

カメラ設置が有効と認識しておりま

すが、設置当時においては、ダミー

カメラと比べて高価であり、設置後

にかかる電気代やメンテナンスなど

のランニング費用を考慮し、ダミー

カメラとなった経緯があり、抑止効

果を高めるために設置しているダミ

ーカメラは本物に近い形で設置して

おります。 

 しかしながら、ダミーカメラを設

置しているにもかかわらず、不法投

棄が頻発する箇所につきましては、

映像による証拠保全のため、実機の

カメラへの転換を検討するととも

に、環境美化活動や不法投棄防止看

板等による環境美化啓発、不法投棄

頻発地域における定期的なパトロー

ルを継続することにより、日頃から

不法投棄をさせない環境づくりに努

めてまいります。 

○議長（田窪秀道） 大條雅久議

員。 

○２３番（大條雅久）（登壇） 資

料として出しませんでしたけど、市

長、この現場の左下の写真、奥にポ

ールが薄く写ってます（資料を示

す）。立派なんですよ、ポールを立

てて、看板をつけて、ダミーカメラ

といっても立派なカメラの側だけあ

って、電源ボックスまでついてる。

10か所のうち本物は３か所と聞きま

した。いやいや、半分以下ですよ。

また、カメラの電源については確か

に電気を引くのか、ソーラーパネル

を使うのかという課題はあると思い

ますが、いずれにしてもそう高価な

ものでなくなったと私は理解してま

すので、至急残りの７か所だけでな

く、もっとほかにも必要な場所はあ

るかと思うので、これは市の責任で

整備をしていただけたらとお願いい

たします。 

 


